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平成２８年第４回鳴沢村議会定例会会議録 

平成２８年１２月１３日、鳴沢村議会定例会は鳴沢村役場に招集さ

れた。 

１、応招議員 

   １番 三 浦 直 樹     ２番 渡 辺 圭 一 

   ３番 小 林 清 一     ４番 小 林 昭 一 

   ５番 渡 邊 政 司     ６番 佐 藤 博 水 

   ７番 三 浦 利 雄     ８番 小 林 利 雄 

   ９番 渡 邊 明 雄    １０番 欠     員 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

 応招議員に同じ。 

４、欠席議員 

 なし。 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 渡辺千秋 総務課長 渡辺伸一 

 税務課長 渡辺安司 企画課長 渡辺一博 

 福祉保健課長 渡辺英博 住民課長 木暮富人 

 振興課長 三浦寿得 会計管理者 佐藤政中 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 小林昭博 

 議会事務局書記 渡辺和彦 

７、会議事件 

 議案第４２号鳴沢村職員給与条例の一部を改正する条例を定める 

       件 

 議案第４３号鳴沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部 
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       を改正する条例を定める件 

 議案第４４号鳴沢村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 

       する条例を定める件 

 議案第４５号鳴沢村行政財産使用料条例を定める件 

 議案第４６号鳴沢村税条例の一部を改正する条例の一部を改正す 

       る条例を定める件 

 議案第４７号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を定める件 

 議案第４８号地方自治法第９６条第２項の規程により議会の議決 

       すべき事件に関する条例の一部を改正する条例を定 

       める件 

 議案第４９号鳴沢村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を 

       定める件 

 議案第５０号平成２８年度鳴沢村一般会計補正予算（第５号） 

 議案第５１号平成２８年度鳴沢村国民健康保険特別会計補正予算 

       （第３号） 

 議案第５２号平成２８年度鳴沢村簡易水道事業特別会計補正予算 

       （第３号） 

 議案第５３号平成２８年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算（第 

       ３号） 

 議案第５４号平成２８年度鳴沢村介護予防支援事業特別会計補正 

       予算（第１号） 

 議案第５５号平成２８年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予 

       算（第２号） 

 議案第５６号鳴沢村人権擁護委員候補者推薦の件 

 発議第３ 号地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見 

       書の提出 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 
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 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  議案第４２号鳴沢村職員給与条例の一部を改正する 

             条例を定める件 

 日程第５  議案第４３号鳴沢村職員の勤務時間、休暇等に関す 

             る条例の一部を改正する条例を定める 

             件 

 日程第６  議案第４４号鳴沢村職員の育児休業等に関する条例 

             の一部を改正する条例を定める件 

 日程第７  議案第４５号鳴沢村行政財産使用料条例を定める件 

 日程第８  議案第４６号鳴沢村税条例の一部を改正する条例の 

             一部を改正する条例を定める件 

 日程第９  議案第４７号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を 

             定める件 

 日程第１０ 議案第４８号地方自治法第９６条第２項の規程によ 

             り議会の議決すべき事件に関する条例 

             の一部を改正する条例を定める件 

 日程第１１ 議案第４９号鳴沢村国民健康保険税条例の一部を改 

             正する条例を定める件 

 日程第１２ 議案第５０号平成２８年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第５号） 

 日程第１３ 議案第５１号平成２８年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第３号） 

 日程第１４ 議案第５２号平成２８年度鳴沢村簡易水道事業特別 

             会計補正予算（第３号） 

 日程第１５ 議案第５３号平成２８年度鳴沢村介護保険特別会計 

             補正予算（第３号） 

 日程第１６ 議案第５４号平成２８年度鳴沢村介護予防支援事業 



－４－ 

             特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１７ 議案第５５号平成２８年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計補正予算（第２号） 

 日程第１８ 一般質問 

 

◎議長挨拶 

議長（渡邊明雄君） ただいまから、平成２８年第４回定例会開会

に先だち、ご挨拶を申し上げます。 

  本日は皆様、師走の大変お忙しい時期でございますが、ご参集

いただきましてご苦労さまでございます。 

  １２月の定例会に当たりまして、慎重なご審議とご提言等をい

ただければ幸いでございます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午前１０時００分 

議長（渡邊明雄君） それでは、ただいまから早速でございますが、

平成２８年第４回鳴沢村議会定例会を開会いたします。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

議長（渡邊明雄君） ここで、鳴沢村長より定例会招集に際しての

挨拶を受けます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 皆さん、こんにちは。 

  本日は平成２８年第４回鳴沢村議会定例会の開会をお願いした

ところ、全議員の皆様の参会のもと開会できますことに敬意を

表させていただきます。 

  昨冬から続いた異常気象ともいえる状況は、雪の少ないのはよ

かったわけですが、秋からの長雨と日照不足による野菜の不作
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と農家は大変でしたが、行政にとっては台風も幾つか襲来いた

しましたが被害もなく、予定いたしました事業、行事も、議員

さんを初め皆様のご協力によりまして無事に推進しております。

ありがとうございました。 

  ２０１６年も残すところ１８日ばかりでありますが、２０１７

年も皆様方のご指導、ご協力をいただきながら、村政をまい進

してまいりたいと思っておりますので、皆様のご健勝でのご支

援、ご活躍をお願いいたします。 

  本定例会には条例の制定、一部改正が８案件、補正予算６案件、

最終日に人事案件を上程しておりますので、慎重審議の上、可

決くださいますようお願いいたしまして、開会に当たっての挨

拶とさせていただきます。 

  どうかよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（渡邊明雄君） これより日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（渡邊明雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

小林昭一君、渡邊政司君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（渡邊明雄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  初めに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育長

に対し、説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配布した

とおり、説明員の報告がありましたのでご了承願います。 
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  次に、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第３項の規定

による例月現金出納検査の結果について、お手元に配布したと

おり報告がありました。 

  報告書の内容については朗読を省略いたします。 

  次に、議員派遣についてはお手元に配布したとおりであります。 

  ご出席いただいた議員各位には、大変ご苦労さまでした。 

  次に、地方自治法第１９９条第１項の規定による平成２８年度

行政監査について、監査委員から監査結果の報告を求めます。

監査委員 三浦利雄君。 

監査委員（三浦利雄君） ７番 三浦利雄。 

  地方自治法第１９９条第１項の規定に基づき実施しました行政

監査について報告いたします。 

  １１月１５日及び２１日の２日間、代表監査委員の梶原先勝氏

及び私で、事業の執行状況、補助金交付事務、入札事務の３項

目について行政監査を行いました。 

  事業執行状況については、平成２８年度における全２５１項目

のうち、１００万円以上かつ１０月１９日現在で執行率が５

０％を下回る事業を主に抽出し、その中の３３事業を対象とし

て、事業執行状況調査票により所属長から資料を求め、説明を

聴取する方法で審査しました。 

  補助金交付事務については、平成２７年度一般会計において、

１補助事業者について５０万円以上の補助金を交付している１

８事業を対象とし、所属長から補助金交付申請書及び交付決定

通知などの一連の書類の提出を求めて説明を聴取し、鳴沢村補

助金等交付規則等に基づいて交付事務が適正に行われているか

を審査しました。 

  入札事務については、平成２８年度において、９月末日までに

執行された１４件の入札を対象とし、一連の書類の提出を求め
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るとともに、総務課長より説明を聴取し、鳴沢村財務規則等に

基づいて事務が適正に行われているかを審査しました。 

  この行政監査の結果につきましては、同条第９項の規定により、

１１月２１日付で村長及び議長へ報告書を提出しております。 

  詳細につきましては、過日議長名で同報告書の写しが全議員に

配布されておりますので、説明は省略させていただきます。 

  以上で、行政監査の報告を終わります。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、行政監査の結果報告を終わります。 

  次に、平成２８年第３回定例会において議決した各委員会の閉

会中の継続調査の報告を求めます。議会運営委員長 小林利雄

君。 

議会運営委員長（小林利雄君） 議会運営委員会の閉会中の継続調

査について報告をさせていただきます。 

  平成２８年第３回定例会において、本会議の会期日程等、議会

の運営に関する事項について、継続調査を要する旨を議長に申

し出、９月２１日の本会議において議決された件についての報

告であります。 

  １２月１日の午前１０時及び５日の午前１１時より、議員控室

において委員会を招集いたしました。 

  両日ともに委員全員と議長、説明のために総務課長、職務のた

めに議会事務局長及び書記の出席がありました。 

  まず、１２月１日の委員会で決定された事項については、次の

７項目です。 

  １、会期は本日より１２月１６日までの４日間とし、配布して

ある会期日程表のとおりにすること。 

  ２、議案付託は配布してある議案付託表のとおりとすること。 

  ３、議案第４３号及び議案第４４号の２件を一括議題、一括採

決とすること。 
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  ４、議案第４６号及び議案第４７号の２件を一括議題、一括採

決とすること。 

  ５、議案第５０号から議案第５５号までの６件を一括議題、一

括採決とすること。 

  ６、一般質問通告日は、１２月５日、午前９時までとすること。 

  ７、議会運営委員会の閉会中の継続調査を申し出ること。 

  以上であります。 

  次に、１２月５日の委員会で決定された事項については、次の

１項目です。 

  １、同日午前９時に通告が締め切られた、３名３件の一般質問

通告書の取り扱いについて、議長に提出された通告書の件数ど

おりに、本会議で全ての一般質問を行うことが妥当という答申

を議長に行うこと。 

  以上であります。 

  以上で、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての報告を

終了いたします。 

議長（渡邊明雄君） 総務教育厚生常任委員長 小林利雄君。 

総務教育厚生常任委員長（小林利雄君） 総務教育厚生常任委員会

の閉会中の継続調査について報告させていただきます。 

  平成２８年第３回定例会において、所管事務の調査について継

続調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２１日の本会議に

おいて議決された件についての報告であります。 

  １２月１２日、午後４時４０分より委員会を招集いたしました。 

  委員４名と職務のために議会事務局長及び書記の出席がありま

した。 

  招集に係る事件は、「地域おこし活動をする若者との意見交換

について」及び「委員会の閉会中の継続調査申し出について」

の２件です。 
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  委員会開催に先立って、議員控室において地域おこし活動をし

ている団体「なるさワッショイ」のメンバーを招き、団体の活

動概要や今後の展望、要望事項などを伺い、意見交換を行いま

した。 

  意見交換終了後に、議員控室で委員会を開催し、協議を行いま

した。 

  協議を行った結果、団体の活動について何らかの支援を検討す

ることを、今後、議員協議会へ総務教育厚生常任委員会の意見

として提案することに決定しました。 

  また、委員会の閉会中の継続調査申し出については、所管事務

の調査について、今後も継続調査を要するものと決定しました

ので、会議規則の規定により議長に申し出ました。 

  以上で、総務教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査について

の報告を終了いたします。 

議長（渡邊明雄君） 建設産業経済常任委員長 三浦直樹君。 

建設産業経済常任委員長（三浦直樹君） 建設産業経済常任委員会

の閉会中の継続調査について報告をさせていただきます。 

  平成２８年第３回定例会において、所管事務の調査について、

継続調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２１日の本会議

において議決された件についての報告であります。 

  １２月１２日、午後３時より、議員控室において委員会を招集

いたしました。 

  委員４名と議長、会議事件説明のため、振興課長、土木担当２

名、職務のため議会事務局長及び書記の出席がありました。 

  招集に係る事件は、「平成２９年度に予定している道路工事等

について」及び「委員会の閉会中の継続調査申し出について」

の２件です。 

  会議では、担当課より平成２８年度に行われた、また現在行わ
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れている村道工事などについて、工事名、場所、工事概要、工

期、請負金額及び請負業者等の報告を受けるとともに、平成２

９年度に実施を計画している５件の村道工事、３件の水道工事

の概要等の説明を聴取いたしました。 

  最後に、委員会の閉会中の継続調査申し出については、所管事

務の調査について、今後も継続調査を要するものと決定しまし

たので、会議規則の規定により議長に申し出ました。 

  以上で、建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査について

の報告を終了します。 

議長（渡邊明雄君） 広報常任委員長 佐藤博水君。 

広報常任委員長（佐藤博水君） 広報常任委員会の閉会中の継続調

査について報告をさせていただきます。 

  平成２８年第３回定例会において、所管事務の調査について、

継続調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２１日の本会議

において議決された件についての報告であります。 

  １０月２４日、午前１０時より、保健センター２階会議室にお

いて広報常任委員会を開催しました。 

  委員全員と職務のため議会事務局長及び書記の出席がありまし

た。 

  招集に係る事件は、「なるさわ議会だより第２６号（案）につ

いて」及び「委員会の閉会中の継続調査申し出の件」の２件で

す。 

  既にごらんいただいたと思いますが、議会だより第２６号につ

いて、レイアウトや掲載する記事の内容等について協議し、先

月１１月１日に全戸配布いたしました。 

  今回の議会だよりでは、平成２７年度決算認定の記事をトップ

項目とし、また「小さくても輝く自治体フォーラムｉｎ馬路

村」への参加や、議会から村長へ要望書を提出した件について
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も、特集として掲載いたしました。 

  また、委員会の閉会中の継続調査申し出につきましては、所管

事務の調査について、継続調査を要するものと決定しましたの

で、会議規則の規定により議長に申し出ました。 

  以上で、広報常任委員会の閉会中の継続調査の報告を終了いた

します。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 

議長（渡邊明雄君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの４日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会

期は、本日から１２月１６日までの４日間と決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第４２号鳴沢村職員給与条例の一部を改正 

            する条例を定める件 

議長（渡邊明雄君） 日程第４、議案第４２号鳴沢村職員給与条例

の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺伸一君） 議案第４２号鳴沢村職員給与条例の一部

を改正する条例を定める件について提案理由をご説明申し上げ

ます。 

  人事院の平成２８年８月８日付の給与に関する勧告並びに一般

職の国家公務員の給与改定、山梨県職員の給与改定等に鑑み、

鳴沢村職員給与条例についても一部を改正する必要があること
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から、所要の改正を行うものであります。施行日の関係で第１

条と第２条に分かれています。 

  改正条例の１ページをごらんください。 

  条例第９条の２第１項第１号の医師及び歯科医師の初任給調整

手当を４１万３，３００円から４１万３，８００円に、医学ま

たは歯学の専門的な知識が必要となる職員について５万５００

円から５万６００円へ改正するものでありあります。 

  ２ページをごらんください。 

  第１７条第２項第１号の勤勉手当を、一般の職員は０．８０月

から０．９０月に、特定幹部職員は１．００月から１．１０月

に、再任用職員は０．３７５月から０．４２５月に、それぞれ

改正するものであります。これらの改正により、平成２７年１

２月期の期末勤勉手当は、２．１７５月から２．２７５月へ０．

１月分の増額となるため、平成２８年度の期末勤勉手当の合計

は、年間で４．３ヶ月となります。 

  ３ページから７ページは、行政職給料表及び看護・保健職給料

表を改正し、国家公務員の棒給表に準じて改めるものでありま

す。 

  ８ページをごらんください。 

  第８条第２項第２号の「及び孫」を削り、同項第３号で新たに

扶養となる孫を規定したことにより、第３号から第５号を各１

号繰り下げるものであります。同条第３項で扶養親族となる配

偶者に係る扶養手当の額を１万３，０００円から６，５００円

に、子の扶養手当の額を６，５００円から１万円に改めるもの

であります。第９条は、字句の整理と配偶者の有無にかかわら

ず扶養手当の額が一律１万円となったため削除するものであり

ます。 

  ９ページをごらんください。 
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  第９条第１項第３号、第４号も、配偶者の有無にかかわらず扶

養手当の額が一律となったため削除するものであります。 

  １０ページをごらんください。 

  扶養手当を受けている職員の扶養手当の支給額の改定について

の内容を、第１号から第３号に号分けするものであります。 

  １１ページをごらんください。 

  条例第１５条、職員の勤務１時間当たりの給与額の現行算出方

法は、労働基準法に抵触する恐れがあるため、週休日、祝日、

年末年始を差し引いて計算するよう県からの指導があったため

改正するものであります。 

  条例第１５条の３第３項第１号中、週休日の管理職員特別勤務

手当を近隣町村に合わせ１万円に、同項第２号で平日の深夜帯

における管理職特別勤務手当を県の指導により週休日の半額と

するものであります。 

  ただし、支給対象外の業務が規定され、災害など特別に緊急性

を持った業務で、第一に週休日の振りかえを行い、振りかえが

できない場合に限って支給するため、支給実績はありません。 

  第１７条第２項第１号で、平成２９年４月１日以降適用される

勤勉手当は、今回引き上げた０．１月分を６月と１２月期に振

り分けるため、一般の職員は０．９０月から０．８５月に、特

定幹部職員は１．１０月から１．０５月に、再任用職員は０．

４２５月から０．４０月に改正するものであります。これによ

り平成２９年度の年間期末勤勉手当は、平成２８年度と同様、

４．３月分となります。 

  １３ページをごらんください。 

  施行期日は、附則第１項で第１条の改正は公布の日から施行し、

第２条の改正は平成２９年４月１日から施行するものでありま

す。 
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  第２項で、第１条の給与条例の改正を平成２８年４月１日に、

勤勉手当の改正は同年１２月１日にさかのぼり適用するもので

あります。 

  第４項で平成３０年４月１日から、配偶者に係る扶養手当の額

を６，５００円に引き下げ、子に係る扶養手当の額を１万円に

引き上げますが、平成２９年度の１年間、配偶者に係る扶養手

当の額を１万円、子に係る扶養手当の額を８，０００円とする

経過措置を講ずるものであります。 

  以上で、議案第４２号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４２号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第５ 議案第４３号鳴沢村職員の勤務時間、休暇等に 

            関する条例の一部を改正する条例 

            を定める件 

◎日程第６ 議案第４４号鳴沢村職員の育児休業等に関する 

            条例の一部を改正する条例を定め 

            る件 

議長（渡邊明雄君） 日程第５、議案第４３号鳴沢村職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を定める件及び

日程第６、議案第４４号鳴沢村職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例を定める件の２件を一括して議題といた

します。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺伸一君） 議案第４３号鳴沢村職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例を定める件について提

案理由をご説明申し上げます。 

  平成２８年８月８日、人事院は一般職の国家公務員の給与改定

並びに育児休業等に係る子の範囲の拡大、介護休暇の分割及び

介護時間の新設について国会及び内閣に対し勧告し、意見を申

し出ました。 

  これを受け、政府は給与関係閣僚会議等のおける検討の結果、

１０月１４日、人事院勧告及び意見どおりに本年度の一般職の

国家公務員の給与改定等を実施するよう閣議決定されたもので

す。人事院の意見に、働きながら育児や介護がしやすい環境整

備の指摘がありました。 

  働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、

民間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正

内容に準じて、地方公務員の育児支援、介護支援に係る規定の

改正を行うものであります。 
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  改正内容についてご説明申し上げます。 

  議案の１ページをごらんください。 

  第８条の２第１項で、育児休業の対象となる子の範囲に特別養

子縁組の監護期間中の子、及び養子縁組里親に委託されている

子等を加えたものであります。 

  ２ページをごらんください。 

  同条第４項で、３歳未満の子や小学校就学前の子のある職員の

深夜勤務及び時間外勤務の制限規定を、要介護者を扶養する職

員に読みかえて適用するものであります。 

  ３ページをごらんください。 

  第１１条で、休暇の種類に介護時間を加え、第１５条で、介護

休暇の取得可能期間である３ヶ月を通算して６ヶ月を超えない

範囲内で、３つの期間に分割して取得できるよう改正するもの

であります。 

  ４ページをごらんください。 

  第１５条の２で、介護休暇とは別に連続する３年の期間内にお

いて、介護のために１日につき２時間の範囲内で勤務しないこ

とができることとし、給与条例に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額する条文を新たに設けるものであります。 

  続きまして、第１６条で、介護休暇に介護時間を加えるもので

あります。 

  ５ページをごらんください。 

  施行期日は、附則第１項で、平成２９年１月１日から施行する

ものであります。 

  第２項で、条例改正施行日以前に承認を受けた介護休暇は、６

ヶ月以内であれば施行日をまたぐことができ、第３項で、平成

２９年１月１日から同年３月３１日の間は、養子縁組を希望し、

県が児童を委託することが適当と認められる者は、厚生労働省
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で研修を終了し、県の作成した名簿に登録した者として取り扱

う経過措置の規定であります。 

  続きまして、議案第４４号、鳴沢村職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例を定める件について提案理由をご説

明申し上げます。 

  議案第４３号と同様な提案理由により地方公務員の育児支援、

介護支援に係る規定の改正を行うものであります。 

  改正内容についてご説明申し上げます。 

  議案の１ページをごらんください。 

  改正点としまして、第２条、第３号、ア、第２号の育児休業の

認定する子の年齢を１歳から１歳６ヶ月に延長するものであり

ます。 

  ２ページをごらんください。 

  第２条の２で、厚生労働省の研修が終了し、県の名簿に登録さ

れた職員が児童養護施設等に入所した児童を養育するため、育

児休業を取得する特例の条文を新たに設けたものであります。

これにより４行目イで、第２条の２を第２条の３に繰り下げる

ものであります。 

  ４ページをごらんください。 

  上から１１行目は、字句の修正を行ったものであります。 

  ５ページをごらんください。 

  第３条第１項第１号で、育児休業をしている職員が、次の子の

産前産後休暇取得した後、死亡等による育児休業の取り扱いを

号分けし、条文を整理したものであります。 

  同項第２号で、育児休業をしている職員が、次の子の育児休業

を取得した後の育児休業の取り扱いについて新たに条文を設け

たものであります。 

  ６ページをごらんください。 
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  第３条第１項第２号を新たに設けたため、同項第２号から第７

号までを各１号繰り下げたものであります。第１０条第１項第

１号で、育児短時間勤務の承認を得た職員が、次の子の産前産

後休暇を取得した後、死亡等による育児短時間勤務の取り扱い

を号分けし、条文を整理したものであります。これにより、同

項第２号から第６号までを各１号繰り下げたものであります。 

  第１８条で、議案第４３号の一部改正に伴い介護時間が加わっ

たため改正するものであります。 

  ８ページをごらんください。 

  同条第３項で、議案第４３号の一部改正に伴い、非常勤職員の

部分休業の承認に介護時間を加える改正をするものであります。 

  附則としまして、この条例は平成２９年１月１日から施行する

ものであります。 

  以上で、議案第４３号及び議案第４４号の提案理由の説明を終

わります。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。８番 

小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 議案第４３号の３ページで、改正とは関係な

いんですけれども、第１１条の特別休暇とはどういうものです

か。 

議長（渡邊明雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺伸一君） 忌引き休暇とか夏季休暇とか、通常の年

次有給休暇以外の休暇がある程度規定されているんですけれど

も、それらです。 

議長（渡邊明雄君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 質疑なしと認めます。 
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  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４３号及び議案第４４号を一括して採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第４５号鳴沢村行政財産使用料条例を定め 

            る件 

議長（渡邊明雄君） 日程第７、議案第４５号鳴沢村行政財産使用

料条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺伸一君） 議案第４５号鳴沢村行政財産使用料条例

を定める件について提案理由をご説明申し上げます。 

  地方自治法第２３８条で、公有財産の範囲を第１項の不動産か

ら第８項の財産の信託の受益権までと規定し、同法第２３８条

の４第７項で、その用途または目的を妨げない限度においてそ

の使用を許可することができると規定されております。 

  行政財産は、公有財産のうち庁舎、公民館、公園など村が公用
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または公共用に供する財産であります。行政財産の使用に当た

り、地方自治法第２２５条の規定に基づき徴収する使用料に関

し必要な事項を定める必要があるため、本条例を制定するもの

であります。 

  条例の１ページをごらんください。 

  第１条で趣旨、第２条で使用料の納付額と納付方法、第３条で

納付期日、第４条で減額・免除、第５条で納付した使用料の不

還付を規定したものであります。 

  第２条の使用料の額は別表で定めるとし、土地は１平方メート

ル当たりの固定資産評価額に０．０４を乗じて得た額に使用面

積を乗じ、１０円未満の端数を切り捨てるものであります。ま

た、建物は同様に、建物の１平方メートル当たりの価格に０．

０６を乗じ、１０円未満の端数を切り捨てるものであります。 

  附則として、施行期日を本条例の公布の日から施行するものと

するものであります。 

  以上で、議案第４５号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４５号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第４６号鳴沢村税条例の一部を改正する条 

            例の一部を改正する条例を定める 

            件 

◎日程第９ 議案第４７号鳴沢村税条例の一部を改正する条 

            例を定める件 

議長（渡邊明雄君） 日程第８、議案第４６号鳴沢村税条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例を定める件及び日程第９、

議案第４７号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を定める件の

２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。税務課長。 

税務課長（渡辺安司君） 議案第４６号鳴沢村税条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例を定める件につきまして、提案

理由の説明を申し上げます。 

  この条例につきましては、平成２８年６月に専決処分の承認を

いただきましたが、山梨県から資料提供された条例の附則の施

行期日に一部錯誤が発生するおそれがあるため、条文を追加・

整理するものです。 

  第１条第１項の施行日が平成２９年１月１日となっております

が、この中に４月１日施行日の法人村民税の申告納付が含まれ

ており、施行期日ごとに条文を整理したものです。 

  以上で、議案第４６号の税条例の一部を改正する条例の一部を
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改正する条例の説明を終了します。 

  続きまして、議案第４７号鳴沢村税条例の一部を改正する条例

を定める件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

  この条例につきましては、所得税法の一部を改正する法律（平

成２８年法律第１５号）が平成２８年３月３１日に公布され、

平成２９年１月１日から施行されることに伴い、関連する税条

例の整備を行う必要があり、提案するものであります。外国と

の相互主義に基づく二重課税を排除するため、特例適用の利

子・配当等の所得を分離課税するものです。 

  内容につきましては、１ページの特例適用利子等及び特例適用

配当等の個人の村民税の課税の特例として第２０条の４を追加

し、以下は字句を変更するなどの条項となっております。内容

は、上場株式等の分離課税を選択したとき、現在、地方税は村

民税３％と県民税２％となっておりますが、租税条約等実施特

例法と同じく村民税３％を適用するものです。２ページの１行

目の１００分の３というのが３％、続きまして４ページの同じ

く１００分の３が配当等の課税を示したものです。 

  最後に、附則としまして、施行日を平成２９年１月１日とする

ものです。 

  以上で、議案第４７号の税条例の一部を改正する条例の説明を

終了します。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４６号及び議案第４７号を一括して採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第４８号地方自治法第９６条第２項の規 

             程により議会の議決すべき事件 

             に関する条例の一部を改正する 

             条例を定める件 

議長（渡邊明雄君） 日程第１０、議案第４８号地方自治法第９６

条第２項の規程により議会の議決すべき事件に関する条例の一

部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して提案理由の説明を求めます。企画課長。 

企画課長（渡辺一博君） 議案第４８号地方自治法第９６条第２項

の規程により議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正

する条例を定める件について、提案理由をご説明申し上げます。 

  平成２３年５月の地方自治法の一部改正に伴い総合計画の策定

義務がなくなり、基本構想は議会の議決事件から除外されまし

た。しかし、総合計画は自治体の行政運営の根幹をなし、基本

的な方向性を定めるものであることから、地方自治法改正後も
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ほぼ全国の自治体で策定されており、本村でも本年度予算計上

され現在策定作業を進めております。この総合計画において策

定される基本構想についてその重要性に鑑み、議会の議決すべ

き事件とするため本条例を改正するものであります。 

  議案の１ページをごらんください。 

  まず、第１条に見出しとして「（趣旨）」を付します。 

  また、第２条に見出しとして「（議決事件）」を付し、同条第

１項中「次のとおりである。」を「鳴沢村における総合的かつ

計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更(軽微な

ものを除く。)又は廃止に関することとする。」に改め、地方自

治法第９６条第１項において、議会の議決事件として「条例を

設け又は改廃すること。」と規定されていますので、同条第１

項第１号から第８号を今回の改正にあわせて削るものでありま

す。 

  なお、附則として施行期日は交付の日からとするものでありま

す。 

  以上で、議案第４８号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４８号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第４９号鳴沢村国民健康保険税条例の一 

             部を改正する条例を定める件 

議長（渡邊明雄君） 日程第１１、議案第４９号鳴沢村国民健康保

険税条例の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して提案理由の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（木暮富人君） 議案第４９号鳴沢村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例を定める件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

  所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運

輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関

する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の

改正を行うものであります。 

  議案の３ページをごらんください。 

  条例附則の第１２項の後に、第１３項として「特例適用利子等

に係る国民健康保険税の課税の特例」を、４ページに、第１４

項として「特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特

例」を新設するもので、第１３項は村民税で分離課税される特

例適用利子の額を、第１４項は同じく特例適用配当の額を、国

民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金

額に含めるものであります。 
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  ５ページをごらんください。 

  ５ページ下段の改正については、先ほど説明させていただいた

第１３項と第１４項の新設に伴い、改正前の第１３項を第１５

項に改めるものです。 

  ７ページ、９ページにつきましても、同様に項番号を２つ繰り

下げるものです。 

  ９ページをごらんください。 

  附則として、第１条、この条例は、所得税法等の一部を改正す

る法律、附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行す

るもので、平成２９年１月１日に施行が予定されています。 

  また、第２条として、この条例による改正後の鳴沢村国民健康

保険税条例附則第１３項及び第１４項の規定は、この条例の施

行の日の属する年の翌年１月１日以後に支払いを受けるべき外

国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第

１２条第５項に規定する特例適用利子等、もしくは同法第１６

条第２項に規定する特例適用利子等、または同法第８条第４項

に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特

例適用配当等、もしくは同法第１６条第３項に規定する特例適

用配当等に係る国民健康保険税について適用するものです。 

  以上で、議案第４９号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 



－２７－ 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４９号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第５０号平成２８年度鳴沢村一般会計補 

             正予算（第５号） 

◎日程第１３ 議案第５１号平成２８年度鳴沢村国民健康保 

             険特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第１４ 議案第５２号平成２８年度鳴沢村簡易水道事 

             業特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第１５ 議案第５３号平成２８年度鳴沢村介護保険特 

             別会計補正予算（第３号） 

◎日程第１６ 議案第５４号平成２８年度鳴沢村介護予防支 

             援事業特別会計補正予算（第１ 

             号） 

◎日程第１７ 議案第５５号平成２８年度鳴沢村後期高齢者 

             医療特別会計補正予算（第２ 

             号） 

議長（渡邊明雄君） 日程第１２、議案第５０号平成２８年度鳴沢

村一般会計補正予算（第５号）から、日程第１７、議案第５５
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号平成２８年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）までの６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議案第５０号平成２８年度鳴沢村一般会計補

正予算（第５号）から、議案第５５号平成２８年度鳴沢村後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）までの６議案につきま

して、提案理由をご説明申し上げます。 

  平成２８年度の各会計歳入歳出予算の総額に、緊急を要するも

のとして新たに２，８６２万３，０００円を追加し、一般会計

並びに特別会計予算総額を２９億６，４５９万９，０００円と

するものであります。 

  一般会計の主な歳出の概要につきましては、平成２８年度の人

事院勧告等に基づく職員人件費４６６万１，０００円、介護予

防支援事業特別会計繰出金３３０万６，０００円、介護保険特

別会計繰出金１９４万４，０００円、公会計整備事業１５１万

２，０００円など、早急に対応しなければならないものとして

計上しております。 

  これらの事業実施に係る財源として、普通交付税９５６万６，

０００円、前年度からの繰越金３３７万３，０００円、県支出

金１１９万８，０００円などを見込んでおります。 

  また、地方自治法第２１３条第１項の規定による繰越明許費と

して、公会計整備事業１５１万２，０００円を平成２９年度へ

繰り越しできるものとして設定するものであります。 

  鋭意事業を執行してまいりますので、議員各位におかれまして

も特段のご理解、ご支援を賜りたいと存じます。 

  以上で、議案第５０号から議案第５５号の提案理由の説明を終

わります。 
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議長（渡邊明雄君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第５０号から議案第５５号

までの６件については、会議規則第３６条第１項の規定により、

予算決算常任委員会に付託の上、審査することにいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 一般質問 

議長（渡邊明雄君） 日程第１８、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順番に発言を許します。 

  佐藤博水君からの「全国学力テストの結果公表による小学生の

学力向上対策について」の質問を許します。６番 佐藤博水君。 

６番（佐藤博水君） ６番 佐藤博水。 

  平成２８年度全国学力学習状況調査結果の公表に基づいた小学

生の学力向上対策について教育長に伺います。 

  ９月２９日、山梨県教育委員会の発表によりますと、全８分野

のうち小中学校の国語Ｂ以外の６分野で、全国平均を下回って

います。小学校は国語Ａが全国平均マイナス１．６ポイント、

算数Ａマイナス０．４ポイント、算数Ｂマイナス０．６ポイン

トで、４分野のうち３分野がマイナスポイントとなっておりま

す。 

  県平均のマイナスポイントは、当然、鳴沢小学校も加わっての

発表であり、鳴沢村教育委員会では、文言による発表で全国平

均と同程度となっており、全国平均と同程度という解釈は、恐

らく大半の保護者は不安に思っていることでしょう。 

  最高正答率県の国語Ａは石川県と比較しマイナス５．７ポイン

ト、国語Ｂも石川県と比較しマイナス６ポイント、算数Ａは富

山県と比較しマイナス４．６ポイント、算数Ｂは石川県と比較

しマイナス６．１ポイントと、いずれも大きな差が生じていま

す。 
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  基礎的知識を問うＡ問題、知識の活用力を見るＢ問題のほか、

生活習慣なども聞く調査でアクティブ・ラーニングへの取り組

みは７０％が取り組んでおり、取り組んでいる児童生徒のほう

がテストの平均正答率が高い割合であり、次期学習指導要領で

は全教科に導入されると報道されています。学習指導要領によ

っての学校運営は承知しておりますが、村内にも教員ＯＢやＯ

Ｇが大勢いらっしゃいますが、この方々にお願いし、放課後や

遊学館でのアクティブ・ラーニングへの取り組みや、勉強でき

る体制を考えているか伺います。 

  中学校は教育委員会が組合立となっているため対応策等は別だ

と思いますが、鳴沢村教育委員会では結果を最大限に活用し、

学力向上につながるよう指導方法や授業の改善に取り組みを指

導するとありますが、それらの内容と学校側で取り組んでいる

対応、学力向上対策の方針を伺います。 

  また、どの家庭も優秀な子育てをしたいと願っているに違いあ

りません。鳴沢小学校の平均学力が向上するということは、他

の地域から鳴沢村に住み、子育てしたいと考える親御さんがふ

え、鳴沢村の人口増大にもつながっていくのではないかとも思

います。これらについてもどのように考え、推進を図っていく

のか伺います。 

  よろしくお願いいたします。 

議長（渡邊明雄君） 教育長。 

教育長（渡辺千秋君） ただいまの佐藤博水議員の質問にお答えい

たします。 

  平成２８年度全国学力学習状況調査の鳴沢小学校の結果につき

まして、村のホームページで公表しておりますが、今年度は国

語、算数ともに全国平均と同程度の結果でした。この調査で大

切なことは、結果が全国平均と比べてどうであったかというこ
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とではなく、鳴沢小学校の児童の学力状況がどうなのかを把握

し、今後の学習にどう取り組んでいけばよいのかを確認するこ

とにあると思います。 

  教育委員会といたしましても、小学校にこの結果の分析を行い、

日常の学習指導と効果的な取り組みや課題を明らかにして、改

善策を明示した上で、学力向上につながる指導方法の工夫や授

業改善に取り組むよう指導しております。 

  今年度の結果より鳴沢小学校の課題点は、国語につきましては

「文章表現を理解すること」、「指定された条件に沿って文章

を書くこと」、算数につきましては「割合の問題を解くこと」、

「示された式の意味を理解し、それを説明すること」でありま

した。 

  このことから、小学校より次の点を充実させ指導していくとの

報告を受けております。 

  １点目は、「やまなしスタンダード」に基づく授業を進めてい

く。現在、山梨県下の公立学校では、「全ての学校で校長のリ

ーダーシップの下、全教職員がチームとなって授業研究が行わ

れている山梨県」を合い言葉に、児童の確かな学力の定着・向

上を目指した取り組みを進めています。 

  ２点目は、読み・書き・計算などの基礎・基本の習熟を徹底す

る。 

  ３点目は、朝学習・補充学習を利用し、個に応じた指導を徹底

させる。 

  ４点目は、教材や教具、学習形態、指導方法を工夫する。 

  ５点目は、宿題、家庭学習の充実を図る。鳴沢小学校で作成し

た「家庭学習の手引き」や山梨県教育委員会で今年度作成した

「学びの甲斐善八か条」を配布し、家庭にも啓蒙を行う。 

  ６点目は、読書活動の充実を図る。 
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  ７点目は、校内研究を通しての授業力を向上させる。 

  ８点目は、一校一実践、一人一実践への取り組みによる授業改

善を進める。 

  ９点目は、研修会、研究会等への参加者の環流報告を通して、

一人の学びを全員の学びにしていく。 

  以上の９点です。 

  この学校の方針は、１０月３日発行の学校便りに掲載し、保護

者に周知しております。 

  また、村では、村単支援講師を５名採用しておりますが、夏

季・冬季休業中にフォローアップ教室として学習支援教室を開

催しております。日ごろの学習で解決できない点や理解が不十

分な点を、長期休業中に村単支援講師とともにじっくり取り組

むことができております。先ほどの村内マンパワー等の利用と

いうことになりますが、予算の関係とか、人材が不足している

というようなことで、こういうフォローアップ教室を実施して

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

  調査により測定できるのは学力の特定の一部分、学校における

教育活動の一側面であり、児童一人ひとりの総合的な学力や学

校の教育力が明らかになるわけではありません。調査結果から、

基礎学力や活用力等の定着度や学習習慣・家庭学習の状況から

細やかな分析を行った上で、学校の課題や取り組むべき内容、

具体的な方策等について明確化し、基礎基本を理解する力を養

う指導方法を探求し、実践していくことであります。 

  文言による公表ということですけれども、文部科学省の学力学

習状況調査に関する実施要領により、公表する内容や方法等に

ついては、「教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとな

るように判断すること。調査結果の公表をする教育委員会また

は学校においては、単に平均正答数や平均正答率などの数値の
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みの公表は行わず、調査結果について分析を行い、その分析結

果をあわせて公表すること。さらに、調査結果の分析を踏まえ

た今後の改善方策も速やかに示すこと。なお、平均正答数や平

均正答率などの推移について、一覧での公表やそれらの数値に

より順位を付した公表などは行わないこと。児童個人の結果が

特定されるおそれがある場合は公表しないなど、個人情報の保

護を図ること。調査結果は学力の特定の一部分であること、学

校における教育活動の一側面であることを明示する」という配

慮事項が示されております。 

  また、平成２６年第３回定例会で、文部科学省の実施による全

国学力テストの平均正答率公表について、佐藤博水議員の質問

に前教育長の小林三郎教育長ですけれども、このように回答し

ております。 

  「数値を公表することについては、文部科学省から、弊害をな

くすために教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなる

ように判断すること、公表内容については教育委員会と学校と

で事前に十分相談すること等の数多くの条件が付されておりま

す。また、以前から数値での公表に反対していた学校現場での

先生方、南都留郡校長会、教頭会、教育会の先生方の強い反対

意見等があり、山梨県教育委員会が示された公表する場合の参

考事例に従い、数値ではなく言葉で公表することといたしまし

た」と答弁しております。 

  ２６年度から２８年度も、この状況が続いております。 

  それから、学力が向上することにより人口増につながっていけ

ば喜ばしいことですが、子育て世代を呼び込むためには、結

婚・妊娠・出産・子育て・教育の切れ目のない支援により安心

して子育てできることはもとより、学力向上などの教育・子育

て環境を充実させることが必要だと思っております。 
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  以上で、答弁とさせていただきます。 

議長（渡邊明雄君） ６番 佐藤博水君。 

６番（佐藤博水君） いろいろな対応、取り組みをしてもらってい

ると思います。これらの結果を十分期待したいと、このように

考えます。 

  同じくこの調査のときに、生活習慣などを聞く調査で、「新聞

を読むか」という問いに小学生は、６４．８％が「毎日読む」、

６３．３％が「週に１回から３回くらい読む」、５９．１％が

「月に１回から３回」、「全く読まない」というのが５５．

１％で、新聞を読む頻度が多いほど高い正答率ということで、

他の科目にも同様というようなことだと思います。こんなふう

に報告されております。 

  これらの結果で新聞を読む習慣づけ、このような対策等はどの

ように教育しているのか伺いたいと思います。 

  山梨県教育委員会では「児童生徒の保護者が家庭学習の重要性

を共有し推進したい」としていますけれども、夫婦共働きの多

い今日では大変厳しいものがあるかと思われます。教育行政で

も何とか考える時期であると思われますが、お考えを伺いたい

と思います。 

議長（渡邊明雄君） 教育長。 

教育長（渡辺千秋君） その新聞を読むということについては、先

ほどの目標の９点にはのっていませんけれども、また学校のほ

うへもそういうことも指導していくように伝えていきたいと思

います。 

議長（渡邊明雄君） ６番 佐藤博水君。 

６番（佐藤博水君） 教育というものは結果がすぐあらわれるもの

ではないと思います。さまざまな観点から環境づくりに重点を

置きながら、より多くの児童生徒が学力向上できるように教育
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行政を期待し、質問を終わりたいと思います。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、佐藤博水君の一般質問を終わります。 

  次に、「住み易い鳴沢村の実現を目指した、運転免許証の返納

者への補助と公共交通機関の拡充策について」の質問を許しま

す。５番 渡邊政司君。 

５番（渡邊政司君） ５番 渡邊政司。 

  住み易い鳴沢村の実現を目指した、運転免許証の返納者への補

助と公共交通機関の拡充策について、村長に伺います。 

  全国で高齢者ドライバーによる交通事故が相次ぎ、免許証返納

などの措置が必要との報道がありました。この鳴沢村でも高齢

化が進行し、高齢者だけで生活している世帯もあります。また、

運転に自信がなくなってきていても、公共交通機関の不便さか

ら運転免許証を返納することができない方もいます。 

  高齢者ドライバーによる交通事故を防止するためには、運転に

自信のなくなった高齢者の方が、運転免許証を自主返納しやす

い環境づくりをしていく必要があります。 

  車の運転に自信がない高齢者の自主返納を促すよう、返納者に

対してバス代、タクシー代等の補助をする考えはありますか。 

  また、ことし、村民が待ち望んでいた河口湖駅からバイパスを

経由した本栖湖までのブルーラインが開通しました。現在の利

用状況と公共交通機関のさらなる拡充策について、村長の考え

をお聞かせください。 

議長（渡邊明雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡邊政司議員の質問にお答えします。 

  まず最初に、車の運転に自信がない高齢者の方の免許証の自主

返納に対してお答えいたします。 

  毎日のように高齢者による悲惨な交通事故の報道は後を絶ちま

せん。鳴沢村の免許証自主返納の状況は、平成２５年が１人、
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平成２６年が５人、平成２７年が６人、平成２８年が１１月末

現在で６人となっており、書きかえ時に更新しない人もあり、

今後も増加傾向は続くものと思っております。 

  現在、村では、介護保険サービスによる高齢者世帯を対象とし

た通院の送迎サービスを８名の方が利用しております。ほかに

も現在、利用はありませんが、生活必需品の買い物代行サービ

スの利用も可能となっております。また、介護保険適用外の高

齢者を対象とした買い物サービスを１名の方が利用しておりま

す。このほか、運転経歴証明書の提示による山梨県タクシー協

会加盟のタクシーによる１割の割引制度があります。 

  また、生活路線バスや本栖湖周遊バスへ町村で赤字分の補助を

行い、運行を継続していることにより、高齢者や学生などはも

とより、免許証を自主返納した方も利用できる対応をとってい

ると考えております。 

  鳴沢村は地域柄、近親者に頼り、身内にお願いする傾向が強い

ように感じられます。今後、村民からバスやタクシー利用の要

望の推移や、国中地方で実施されている運転免許証自主返納支

援事業の研究を進め対応していくとともに、さらなる山梨県の

助成制度の確立のお願いを呼びかけていく所存であります。 

  それから、２つ目の質問であります、本栖湖周遊のブルーライ

ンの利用状況についてですが、４月２９日の利用開始から９月

３０日までの間のデータによりますと、河口湖発の利用が４，

５６０人、本栖湖発の利用が４，８２２人、運行便数１，２４

０便で１便当たり７．６人となっており、利用者はまだまだ少

ないのが現状です。 

  詳細な説明をいたしますと、河口湖駅から本栖湖方面について

の乗車の多い地点は、河口湖駅３，２９３人、風穴２３２人、

氷穴１６１人等となっており、降車の多い地点は、氷穴１，１
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１９人、本栖湖観光案内所６０５人、風穴４５１人等となって

おります。 

  本栖湖から河口湖駅方面について乗車の多い地点は、氷穴９０

９人、風穴７１２人、本栖湖５９６人で、降車の多い地点は、

河口湖駅３，１４７人、風穴２６６人、氷穴２２９人となって

おります。 

  生活路線としての利用は、山梨赤十字病院の乗車が９６人、降

車が１００人、ショッピングセンター・ベルの乗車が１５１人、

降車が１８８人、フォレストモールの乗車が８１人、降車が１

０８人となっており、村内のバス停の利用状況は、道の駅での

乗車が２７６人、降車が３７４人、氷穴での乗車が１，０７０

人、降車が１，３４８人のほかに、村内地区のバス停の乗車が

９１人、降車が９６人となっております。 

  この状況を見ますと、観光の方の利用が多い状況だと考えてお

りますが、広報等で村民の方にも利用を呼びかけたいと思って

おります。西湖周遊と比べますとまだまだ少ない状況ですが、

富士急山梨バスでも河口湖駅で本栖湖周遊バスの利用の呼びか

けや、インターネットによる本栖湖方面への誘導を促している

などの対策をとってもらっております。 

  公共交通機関のさらなる拡充については、事業者としては、既

存の生活路線バスと本栖湖周遊バスの収益性が一番の判断基準

だと思っております。可能な限り富士急山梨バスと地域住民や

観光客が利用しやすい方向で検討してまいりたいと思っており

ます。 

  以上で、渡邊政司議員の質問に対する答弁とさせていただきま

す。 

議長（渡邊明雄君） ５番 渡邊政司君。 

５番（渡邊政司君） 病院への送迎が８名、あと買い物代行サービ
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ス、こちらもしているという報告がありました。しかし、多く

の高齢者が日々の生活で利用できなければ状況は改善しません。

今後、利用回数や利用者をふやす考えはあるでしょうか。 

議長（渡邊明雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） これは人員にもよると思います。時間帯にも

よると思います。ただ、乗り合わせということもできるはずで

すから、そういう制度を利用してもらえれば、もっと利用価値

が上がると考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（渡邊明雄君） ５番 渡邊政司君。 

５番（渡邊政司君） 運転に自信がなくても免許証を返納すること

ができない危険な高齢者も大勢います。近隣の町村の状況を見

て先延ばしにすることがないように、早期助成制度の実施と住

みやすい鳴沢村の実現を望み、質問を終わります。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、渡邊政司君の一般質問を終わります。 

  次に、「信号機について」の質問を許します。８番 小林利雄

君。 

８番（小林利雄君） ８番 小林利雄。 

  信号機について、村長にお伺いいたします。 

  最近、高齢者の自動車事故等が多く報道されています。年齢を

重ねると視力も体力も落ち、勘も悪くなります。 

  鳴沢村の高齢化率は１１月１日現在２９．２％です。今後もま

すます高齢化は進むことになります。 

  村内の国道は、以前は４０キロ規制でしたが、現在は５０キロ

規制です。車はスピードを出して走っていきます。高齢化が進

み交通事故が予想されますので、村内にある２ヶ所の押しボタ

ン式信号機を感応式信号機に変えるよう関係機関に働きかけ、

村民の安全を守る考えがあるかをお伺いいたします。 
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議長（渡邊明雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 小林利雄議員の質問にお答えいたします。 

  村内の国道１３９号は、平成２７年の年末より時速４０キロメ

ートルから時速５０キロメートルに速度制限が緩和されました。

これは鳴沢村からつながる本栖湖周辺が６０キロメートル、富

士吉田周辺が５０キロメートルの規制になっており、役場前の

区間だけが４０キロメートル規制となっていましたが、実際に

走行している速度や歩道も設置されていることから、公安委員

会で安全性が確保できていると判断をしたため、速度規制が緩

和されたものだそうです。 

  ご指摘の２ヶ所の信号機のうち、吹野宅裏の信号機は以前の死

亡事故により、また境野の信号機は小学生の通学のために設置

されたもので、両信号機の設置の目的は、小学生を主に歩行者

が国道を横断することを目的としていると伺っております。 

  今回この２ヶ所の信号機を感応式に変更するには、設置の目的

から外れてしまうことや、感応式信号機に変更した場合は、週

末や観光シーズンになるとさらなる渋滞を引き起こす原因にも

なり、信号機の管理者である公安委員会の理解を得ることは難

しいのではないかと考えておりますが、安協鳴沢支部と相談し

て検討していきたいと考えております。 

  以上で、小林利雄議員の質問にお答えさせていただきます。 

議長（渡邊明雄君） ８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 現在、建設中の大田和の出口は国道がカーブ

のため信号機をつけると思いますが、最初から感応式の信号機

を設置するよう関係課に働きかけてください。公共交通機関の

不便な鳴沢村では、車は生活必需品です。高齢者になっても車

がなくては生活ができません。 

  国道に出るときに村民が事故を起こすと、９割以上が村民の責



－４０－ 

任になるというデータがあります。村民が不利にならない政策

を期待し、質問を終わります。 

議長（渡邊明雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 質問は終わりですが、一本木の交差点は信号

機が近いため設置はできません。というのは、十字路といって

も南側の道路が狭いため、信号機をつけてもらうには吉野荘の

東の信号機を移動させるかどうかだけです。今は信号機という

のは、歩行者の安全のための信号機という考えで行っているよ

うであります。 

  以上、参考に答弁させていただきます。 

議長（渡邊明雄君） ８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 今の答弁ですけれども、ということは高齢者

になっても、事故が起こってもしようがないという考えでしょ

うか。私はやっぱり感応式信号機がないとあそこは非常に危な

いと思ったから質問したんです。その辺はどうなんですか。 

議長（渡邊明雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 状況を見ておりますと、車に乗ってきた方も

停めてボタンを押して渡る方もおります。そういう利用の仕方

もできるんじゃないかと考えております。 

議長（渡邊明雄君） 以上で、小林利雄君の一般質問を終わります。 

  以上で、全ての一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（渡邊明雄君） 本日の日程は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  議事の都合により、本会議は１２月１４日から１５日までの２

日間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、本会議は１２月１４日から１５日までの２日間を

休会とすることに決定しました。 

  なお、本会議は１２月１６日午後２時半から再開いたします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時２４分 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

   平成２８年１２月１３日 

 

     議会議長 

 

     署名議員 

 

     署名議員 
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平成２８年１２月１６日再開 

１、出席議員 

   １番 三 浦 直 樹     ２番 渡 辺 圭 一 

   ３番 小 林 清 一     ４番 小 林 昭 一 

   ５番 渡 邊 政 司     ６番 佐 藤 博 水 

   ７番 三 浦 利 雄     ８番 小 林 利 雄 

   ９番 渡 邊 明 雄    １０番 欠     員 

２、欠席議員 

 なし。 

３、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 渡辺千秋 総務課長 渡辺伸一 

 税務課長 渡辺安司 企画課長 渡辺一博 

 福祉保健課長 渡辺英博 住民課長 木暮富人 

 振興課長 三浦寿得 会計管理者 佐藤政中 

４、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 小林昭博 

 議会事務局書記 渡辺和彦 

５、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  議案第５０号平成２８年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第５号） 

 日程第４  議案第５１号平成２８年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第３号） 

 日程第５  議案第５２号平成２８年度鳴沢村簡易水道事業特別 

             会計補正予算（第３号） 

 日程第６  議案第５３号平成２８年度鳴沢村介護保険特別会計 
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             補正予算（第３号） 

 日程第７  議案第５４号平成２８年度鳴沢村介護予防支援事業 

             特別会計補正予算（第１号） 

 日程第８  議案第５５号平成２８年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計補正予算（第２号） 

 日程第９  議案第５６号鳴沢村人権擁護委員候補者推薦の件 

 日程第１０ 発議第３ 号地方議会議員の厚生年金制度への加入 

             を求める意見書の提出 

 日程第１１ 委員会の閉会中の継続調査の件 

 

再開 午後２時３０分 

議長（渡邊明雄君） 出席議員が定足数に達しておりますので、た

だいまから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

  これより日程に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（渡邊明雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

佐藤博水君、三浦利雄君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（渡邊明雄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  平成２８年第３回定例会以降に開かれました、一部事務組合議

会に関する事項の報告を求めます。 

  報告者は、自席にて報告を行ってください。鳴沢・富士河口湖

恩賜県有財産保護組合議会、３番 小林清一君。 
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３番（小林清一君） 鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会

第３回定例会について報告をいたします。 

  ９月２８日午前１０時より招集され、会議が行われました。 

  委員１５名と、会議事件説明のため、組合長の梶原義美組合長

を初め、全執行部員の出席がありました。 

  本会議においては、会期を９月２８日の１日間と決まりました。 

  会議事件は４件でした。 

  議案第８号平成２８年度一般会計歳入歳出補正予算（第２号）。 

  歳入歳出予算の総額にそれぞれ６０８万円を追加し、歳入歳出

それぞれ１億１，６１６万２，０００円とする。 

  補正内容は、財産管理費として、既存車庫破風追加修繕工事、

これは風によって車庫の二階が壊れたということで、これが１

３８万円、造林費として、平成２９年度新植地拵委託及び鹿柵

材料費として１，４６４万４，０００円の内容でした。 

  これは、予備費補正２，７１０万５，０００円、一般財源マイ

ナス９９４万円、財源がマイナスということで、これを一般財

源に回したものです。 

  これは全員の承認で可決されました。 

  議案第９号平成２７年度一般会計歳入歳出決算認定。 

  実質収支額、歳入総額が１億５，４８０万円、歳出総額が１億

１，９４０万９，０００円、歳入歳出差引額が３，５３９万１，

０００円の黒字でした。 

  美化協議案第３号平成２７年度美化協会会計歳入歳出決算認定

（富士スバルライン沿線美化推進協力会）。 

  歳入合計が８，１５４万９，７４４円、支出済み額が４，５７

５万２，１２５円、歳入歳出差引残高が３，５７９万７，６１

９円の黒字でした。 

  これも全員の承認が受けられました。 
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  第１０号議案公平委員選任の同意の件。 

  任期満了に伴う公平委員に、元鳴沢村議会議員の渡辺喜頼さん

が選任され、同意されました。 

  以上で鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会の報告を終

了します。 

議長（渡邊明雄君） 河口湖南中学校組合議会、８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 河口湖南中学校組合議会についての報告をさ

せていただきます。 

  ９月２８日午後２時より招集され、会議が行われました。 

  出席者は、議員１４名と、会議事件説明のため、渡辺喜久男組

合長、理事、事務局、教育委員の出席がありました。 

  本会議においては、まず会期が２８日、１日間と決定されまし

た。 

  会議事件は、まず、議案第５号平成２８年度河口湖南中学校組

合一般会計補正予算（第２号）の議定について。 

  既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５９９万４，

０００円を増額し、歳入歳出の総額をそれぞれ２億１，９５２

万２，０００円とする原案のとおり決定いたしました。 

  認定第１号平成２７年度河口湖南中学校組合一般会計歳入歳出

決算認定について。 

  歳入歳出それぞれ５億７，４８３万５，４６９円で認定されま

した。 

  同意第１号監査委員の選任に同意を求めることについて。 

  議会選出監査委員の辞職によるもので、富士河口湖町大嵐１５

１０番地３、竹田文明さんが選出され、同意されました。 

  同意第２号教育委員会教育委員の任命に同意を求めることにつ

いて。 

  小立地区選出区分教育委員の任期満了によるもので、富士河口
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湖町船津１２０１番地１、乳ヶ崎の渡辺美恵さんが選出され、

同意されました。 

  以上で河口湖南中学校組合議会についての報告を終了いたしま

す。 

議長（渡邊明雄君） 青木ヶ原ごみ処理組合議会、２番 渡辺圭一

君。 

２番（渡辺圭一君） 青木ヶ原ごみ処理組合議会が平成２８年１１

月１８日９時３０分より招集され、会議が行われました。 

  出席者は、議員６名、欠席２名、それと会議事件説明のために、

青木ヶ原ごみ処理組合管理者、富士河口湖町長、渡辺喜久男さ

ん、同じく副管理者、小林 優さん、ごみ処理組合、三浦悦郎

所長、会計管理者、堀内正志さん、監査委員として渡辺好男さ

んの出席がありました。 

  決定された事項は、本会議において、会期は１１月１８日、１

日間と決定されました。 

  次に、平成２７年度青木ヶ原ごみ処理組合一般会計歳入歳出決

算認定について。 

  歳入４，８９５万５，０００円、歳出３，８１２万８，０００

円、差引１，０８２万７，０００円、これを次年度への繰り越

しとなりました。会議において全会一致で承認され、可決しま

した。 

  以上です。 

議長（渡邊明雄君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会、５番 

渡邊政司君。 

５番（渡邊政司君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会について

の報告をさせていただきます。 

  １１月１８日午後２時３０分より招集され、第２回定例会が行

われました。 
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  議員２３名と、会議事件説明のために、広域連合長、内藤久夫

韮崎市長をはじめ、事件説明のために執行部及び事務局１２名

の出席がありました。 

  最初に、新たに選出された議員８名の議席の指定があり、会期

は１日間と決定されました。 

  その後、甲州市の川口議員から、「後期高齢者医療制度におけ

る保険料の軽減特例について」の一般質問がありました。 

  会議事件は５件で、内容としましては、まず平成２７年度山梨

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について、事務局から専決処分の報告があり、原案

のとおり承認されました。 

  これは、平成２７年度の高額療養費が５，９６７万５，０００

円不足したための補正で、歳入歳出の総額の増減は行わずに、

歳出予算の組み替えのみを行ったものです。 

  次に、平成２７年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計歳

入歳出決算の認定について事務局から説明があり、原案のとお

り認定されました。 

  歳入総額４億９，５９７万円、歳出総額４億７，４９９万３，

０００円、実質収支額は２，０９７万７，０００円でした。 

  続いて、平成２７年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定について事務局から説明が

あり、原案のとおり認定されました。 

  歳入総額９９５億７，８６６万３，０００円に対して、歳出総

額は９７５億９，９３７万４，０００円で、差引額は１９億７，

９２８万９，０００円でした。 

  次に、平成２８年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療一般会計補正予算（第１号）について事務局から説明があ

り、原案のとおり可決されました。 
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  主な内容は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，０

９７万６，０００円を増額し、それぞれ４億９，３４２万１，

０００円とするもので、前年度の決算により生じた余剰金を繰

越金とするものです。 

  最後に、平成２８年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）について事務局から説明が

あり、こちらも原案のとおり可決されました。 

  この補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１６億

３，８９４万１，０００円を増額し、歳入歳出それぞれを９８

９億４，３１２万円とするものです。この増額した１６億３，

８５４万３，０００円は、前年度に概算交付を受けた国及び県

の負担金等を精算により返還するものです。 

  以上で山梨県後期高齢者医療広域連合議会についての報告を終

了いたします。 

議長（渡邊明雄君） 青木ヶ原衛生センター議会、４番 小林昭一

君。 

４番（小林昭一君） 青木ヶ原衛生センター議会についての報告を

させていただきます。 

  １１月１日午前１１時より招集され、会議が行われました。 

  議員１０名と、会議事件説明のために、青木ヶ原衛生センター

管理者、富士河口湖町長、渡辺喜久男氏、副管理者、鳴沢村長、

小林 優氏をはじめ、事件説明のために執行部７人の出席があ

りました。 

  会議においては、まず会議が１日、１日間と決定されました。 

  会議事件は１件で、内容としましては、平成２７年度青木ヶ原

衛生センター一般会計歳入歳出決算の認定について行われ、歳

入額７，３１６万４，５６０円、歳出額４，７８２万２，５０

５円で、歳入歳出差引残高２，５３４万２，０５５円です。い
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ずれも原案のとおり可決されました。 

  また、本年度甲州市分が、設備の故障により、４００トン処理

量が増えたとの報告がありました。さらに富士山五合目のトイ

レが水洗となったため、量がふえているとの報告もありました。 

  以上で青木ヶ原衛生センター議会についての報告を終了いたし

ます。 

議長（渡邊明雄君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第５０号平成２８年度鳴沢村一般会計補正

      予算（第５号） 

◎日程第４ 議案第５１号平成２８年度鳴沢村国民健康保険 

            特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第５ 議案第５２号平成２８年度鳴沢村簡易水道事業 

            特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第６ 議案第５３号平成２８年度鳴沢村介護保険特別 

            会計補正予算（第３号） 

◎日程第７ 議案第５４号平成２８年度鳴沢村介護予防支援 

            事業特別会計補正予算（第１号） 

◎日程第８ 議案第５５号平成２８年度鳴沢村後期高齢者医 

            特別会計補正予算（第２号） 

議長（渡邊明雄君） 日程第３、議案第５０号平成２８年度鳴沢村

一般会計補正予算（第５号）から、日程第８、議案第５５号平

成２７年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

までの６件を一括して議題といたします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長 小林昭一君。 

予算決算常任委員長（小林昭一君） 今定例会におきまして、予算
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決算常任委員会に付託された議案第５０号平成２８年度鳴沢村

一般会計補正予算（第５号）から、議案第５５号平成２８年度

鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）までの６議

案について、審査いたしました経過と結果についてご報告申し

上げます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い、１２月１５日に開催

し、付託案件の審査を行いました。 

  その詳細につきましては、議員全員で構成する委員会審査であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過について述べること

は省略させていただき、審査の結果のみをご報告申し上げます。 

  審査を行った結果、本委員会に付託された６議案について、賛

成全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 

議長（渡邊明雄君） 以上で委員長報告を終わります。 

  先ほど、議案第５５号平成２７年度と申し上げましたが、平成

２８年度の誤りでございますので、訂正させていただきます。 

  これより質疑に入るわけでございますが、予算決算常任委員会

は、議員全員で構成され、議員諸君は、委員会審査の過程を済

んでおりますので、質疑を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第５０号から議案第５５号までの６件を一括して

採決いたします。 



－５２－ 

  この採決は起立によって行います。 

  本案についての委員長報告は可決であります。 

  議案第５０号から議案第５５号までの６件は、委員長の報告の

とおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（渡邊明雄君） 起立全員です。したがって、議案第５０号か

ら議案第５５号までの６件は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第５６号鳴沢村人権擁護委員候補者推薦の 

            件 

議長（渡邊明雄君） 日程第９、議案第５６号鳴沢村人権擁護委員

候補者推薦の件を議題といたします。 

  提出者から、提案理由の説明を求めます。鳴沢村長 小林 優

君。 

村長（小林 優君） 議案第５６号鳴沢村人権擁護委員候補者推薦

の件について、提案理由をご説明申し上げます。 

  現委員であります渡辺敏明氏及び渡辺邦男氏が、平成２９年３

月３１日をもって任期満了となることを受け、次期委員として、

渡辺邦男氏の再任と、新しく、鳴沢村４０４６番地３、渡辺正

次氏を法務大臣に推薦したいと思います。 

  ご存じのように、両候補者ともに人格識見高く、広く社会の実

情に通じ、人権擁護について理解があることから、適任と思わ

れますので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会

の意見を求めるものでございます。 

  ご審議の上、委員候補者の適否についてご意見いただけますよ

うお願い申し上げます。 

議長（渡邊明雄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第５６号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

議長（渡邊明雄君） 起立全員です。よって、本案は原案のとおり

同意することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 発議第３号地方議会議員の厚生年金制度への

      加入を求める意見書の提出 

議長（渡邊明雄君） 日程第１０、発議第３号地方議会議員の厚生

年金制度への加入を求める意見書の提出を議題といたします。 

  本件について、提出者から提案理由の説明を求めます。８番 

小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 発議第３号地方議会議員の厚生年金制度への

加入を求める意見書の提出について、提案理由をご説明申し上
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げます。 

  現在、全国の町村議会が抱えている問題の一つとして、地方議

会の重要性が論じられる中、町村議会では、議員のなり手不足

が深刻化していることが挙げられております。 

  昨年行われた統一地方選挙においては、全国９２８ある町村の

うち、およそ４割に当たる３７３町村において議員選挙が行わ

れ、うち２割以上に当たる８９町村では無投票当選となり、中

でも４町村では定員割れという状況でございました。 

  ご承知のとおり、議員を退職した後の生活の保障は基礎年金し

かありません。こうした状況において、特に今後の議会を担う

若い世代の方に立候補を期待しても、サラリーマンの方々につ

いては、加入していた厚生年金が議員の在職期間は通算されず、

老後に受け取る年金も低くなってしまいます。 

  住民の代表として、議会がこれまで以上にまちづくりにしっか

り関わっていくためには、幅広い層の世代の方々が議員をやろ

うと思うような環境づくりを行っていかなければならないと思

います。そのためには、地方議会議員の年金制度を時代にふさ

わしいものにすることで、議員を志す新たな人材確保につなが

っていくと考えております。 

  このようなことを踏まえ、国民の幅広い政治参加や、地方議会

における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金加入の

ための法整備を実現するよう、地方自治法第９９条の規定に基

づき、衆参両院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、

総務大臣、厚生労働大臣に対し、意見書を提出するものであり

ます。 

  ご賛同くださいますようお願い申し上げます 

議長（渡邊明雄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 討論なしと認めます。 

  これより発議第３号を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 委員会の閉会中の継続調査の件 

議長（渡邊明雄君） 日程第１１、委員会の閉会中の継続調査の件

を議題といたします。 

  議会運営委員長、総務教育厚生常任委員長、建設産業経済常任

委員長、広報常任委員長から、会議規則第７１条の規定により、

委員会の閉会中の継続調査申出書が提出されております。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長
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からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（渡邊明雄君） 以上で本定例会に付議された案件の審議は全

て終了しました。 

  お諮りいたします。 

  会議規則第４１条の規定による整理を議長に委任されたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本定例会に付

議された事件は、その整理を議長に委任することに決定しまし

た。 

  これにて平成２８年第４回鳴沢村議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後３時００分 
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